
号

外

五�
令

和

七

年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

環
境
管
理
課)

一
ペ
ー
ジ

○
環
境
生
活
部
の
所
管
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
の
際

に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
の
特
例
に
関
す
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

県
民
生
活
課)

一

○
岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則(

子
ど
も
・
女
性
政
策
課)

二

○
ぎ
ふ
少
子
化
対
策
県
民
連
携
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

告

示

○
岐
阜
県
産
業
廃
棄
物
の
適
正
処
理
に
関
す
る
指
導
要
綱
の
一
部
改
正

(

廃
棄
物
対
策
課)

二

○
廃
棄
物
処
理
業
許
可
に
係
る
欠
格
要
件
照
会
に
使
用
す
る
岐
阜
県
知

事
印
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

(

同

)

三

○
岐
阜
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
の
貸
付
事
務

及
び
償
還
事
務
並
び
に
児
童
扶
養
手
当
事
務
に
使
用
す
る
岐
阜
県
知

事
印
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

(

子
ど
も
家
庭
課)
三

訓

令

甲

○
岐
阜
県
広
報
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

広

報

課)

三

○
岐
阜
県
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

人

事

課)

三

○
岐
阜
県�
情
報
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

情
報
シ
ス
テ
ム
課)

四

規

則

岐
阜
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
二
十
五
号

岐
阜
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
一
条
中｢

環
境
生
活
部
環
境
管
理
課｣

を｢

環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
活
部
環
境
管
理
課｣

に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

環
境
生
活
部
の
所
管
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示

す
証
明
書
の
様
式
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
二
十
六
号

環
境
生
活
部
の
所
管
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分

を
示
す
証
明
書
の
様
式
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

環
境
生
活
部
の
所
管
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示

( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
七
年
四
月
一
日



す
証
明
書
の
様
式
の
特
例
に
関
す
る
規
則(

令
和
三
年
岐
阜
県
規
則
第
百
七
十
四
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中｢
環
境
生
活
部｣

を｢

環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
活
部｣

に
改
め
る
。

第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

四

岐
阜
県
消
費
生
活
条
例(

昭
和
五
十
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
九
号)

第
二
十
八
条
第
一
項
及
び

第
四
十
条
第
一
項

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
二
十
七
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
一
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
一
号
中｢

環
境
生
活
部
県
民
生
活
課
及
び
私
学
振
興
・
青
少
年
課｣

を｢
環
境
エ
ネ
ル

ギ
ー
生
活
部
県
民
生
活
課
及
び
子
ど
も
・
女
性
部
子
ど
も
・
女
性
政
策
課｣

に
、
同
条
第
三
号
中｢

教

育
委
員
会
事
務
局
学
校
安
全
課
、
及
び
特
別
支
援
教
育
課｣

を｢

教
育
委
員
会
事
務
局
特
別
支
援
教
育

課
及
び
学
校
安
全
課｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

ぎ
ふ
少
子
化
対
策
県
民
連
携
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
二
十
八
号

ぎ
ふ
少
子
化
対
策
県
民
連
携
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

ぎ
ふ
少
子
化
対
策
県
民
連
携
会
議
規
則(

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中｢

健
康
福
祉
部
子
ど
も
・
女
性
局
子
育
て
支
援
課｣

を｢

子
ど
も
・
女
性
部
子
ど
も
・
女

性
政
策
課｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
百
八
十
六
号

岐
阜
県
産
業
廃
棄
物
の
適
正
処
理
に
関
す
る
指
導
要
綱(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
告
示
第
七
百
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

第
六
条
第
三
項
中｢

の
各
号
に
定
め
る｣

を｢

に
掲
げ
る｣

に
改
め
、
同
項
各
号
並
び
に
同
条
第
四

項
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
第
八
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
中｢

環
境
生
活
部
長｣

を｢

環
境
エ
ネ

ル
ギ
ー
生
活
部
長｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中｢

の
各
号
に
定
め
る｣

を｢

に
掲
げ
る｣

に
改
め
、
同
項
各
号
中｢

環
境
生
活

部
長｣
を｢

環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
活
部
長｣

に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中｢

環
境
生
活
部
長｣

を｢

環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
活
部
長｣

に
改
め

る
。様

式
第
三
号
か
ら
様
式
第
八
号
ま
で
、
様
式
第
十
五
号
及
び
様
式
第
十
六
号
中｢岐

阜
県
環
境
生
活

部
長
｣

を｢岐
阜
県
環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
活
部
長
｣

に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年４月１日 ( )２



附

則

こ
の
要
綱
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
告
示
第
百
八
十
七
号

廃
棄
物
処
理
業
許
可
に
係
る
欠
格
要
件
照
会
に
使
用
す
る
岐
阜
県
知
事
印
に
関
す
る
告
示(

平
成
二

十
五
年
岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

二
中｢

岐
阜
県
環
境
生
活
部
岐
阜
地
域
環
境
室
長｣

を｢

岐
阜
県
環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
活
部
岐
阜
地

域
環
境
室
長｣

に
改
め
る
。

岐
阜
県
告
示
第
百
八
十
八
号

岐
阜
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
の
貸
付
事
務
及
び
償
還
事
務
並
び
に
児
童
扶

養
手
当
事
務
に
使
用
す
る
岐
阜
県
知
事
印
に
関
す
る
告
示(

平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
告
示
第
五
百
四
十

八
号
の
二)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

三
中｢

岐
阜
県
健
康
福
祉
部
子
ど
も
・
女
性
局
子
ど
も
家
庭
課
長｣

を｢

岐
阜
県
子
ど
も
・
女
性
部

子
ど
も
家
庭
課
長｣

に
改
め
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
三
号

庁
中
一
般

各
県
事
務
所

岐
阜
県
広
報
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
広
報
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
広
報
事
務
処
理
規
程(

昭
和
三
十
三
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
清
流
の
国
づ
く
り
政
策
課
長
の
項
中｢

清
流
の
国
づ
く
り
政
策
課
長｣

を｢

総
合
政
策
課
長｣

に
、｢

清
流
の
国
推
進
部｣

を｢

総
合
企
画
部｣

に
改
め
、
同
表
環
境
生
活
政
策
課
長
の
項
中｢

環
境

生
活
部｣

を｢

環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
活
部｣

に
改
め
、
同
表
中 ｢

｢を

に

｣
｣

改
め
る
。附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
四
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

( ) 令和７年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３

観
光
国
際
部

商
工
労
働
部

観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
政
策
課
長

商
工
労
働
政
策
課
長

子
ど
も
・
女
性
政
策
課
長

観
光
国
際
政
策
課
長

商
工
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
課
長

観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部

商
工
労
働
部

子
ど
も
・
女
性
部



岐
阜
県
職
員
倫
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
職
員
倫
理
規
程(

平
成
九
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
本
庁
の
部
清
流
の
国
推
進
部
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
本
庁
の
部
環
境
生
活
部
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
本
庁
の
部
健
康
福
祉
部
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
本
庁
の
部
観
光
国
際
部
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
五
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県�
情
報
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県�
情
報
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県�
情
報
等
管
理
規
程(

平
成
十
四
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
三
条
第
二
項
中｢

清
流
の
国
推
進
部
デ
ジ
タ
ル
推
進
局
情
報
シ
ス
テ
ム
課
長｣

を｢

総
合
企
画
部

未
来
創
成
局
情
報
シ
ス
テ
ム
課
長｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和７年４月１日 ( )４

観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部

子
ど
も
・
女
性
部

環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
活
部

総

合

企

画

部

観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
長

子

ど

も

・

女

性

部

長

環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
活
部
長

総

合

企

画

部

長

各

課

長

各

課

長

各

課

長

各

課

長

令
和
七
年
四
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


